
在宅介護ほっとひといき支援事業補助金交付要項 

 

（通則） 

第１条 在宅介護ほっとひといき支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に

ついては、福井県補助金等交付規則（以下「規則」という。）および健康福祉部長寿

福祉課所管補助金交付要綱に定めるほか、この要項の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要項において「補助事業」とは、間接補助事業者が行う間接補助事業に

対し、補助事業者がその経費の一部を補助する事業をいう。 

２ この要項において「補助事業者」とは、補助金の交付決定を受け、前項の事業の

執行を管理する市町をいう。 

３ この要項において「間接補助事業」とは、自らが運営する指定通所介護事業所、

指定介護予防通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型

通所介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所または介護予防・日常

生活支援総合事業 指定通所型サービス事業所（以下「指定通所介護事業所等」とい

う。）において、要介護者、要支援者または介護予防・日常生活支援総合事業 事業

対象者（以下「要介護者等」という。）に対し、緊急かつ一時的な宿泊サービスを提

供し、その宿泊費の割引を行うことにより、要介護者等およびその家族等の負担を

軽減する事業であって、その指定通所介護事業所等が別表第１の１の要件を満たす

ものをいう。 

４ この要項において「間接補助事業者」とは、間接補助事業を行う者であって、別

表第１の２の要件を満たす者をいう。 

 

（目的） 

第３条 補助金は、補助事業者に対し、補助事業を実施するために必要な経費の一部

を補助することにより、在宅介護の支援体制の充実を図ることを目的とする。 

 

（交付の対象および補助率） 

第４条 知事は、補助事業者が行う補助事業を実施するために必要な経費のうち、補

助金交付の対象として知事が認める経費（以下「補助対象経費」という。）につい

て、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助対象経費および補助基準額は、別表第２に掲げるとおりとする。 

３ この補助事業にかかる補助金の交付額は、次に掲げる額のうち、最も少ない額（以

下「補助基本額」という。）に２分の１を乗じて得た額とする。ただし、算定した補

助金額に円未満の単数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（１）補助基準額の合計額 

（２）補助対象経費に対する実支出額 



（３）補助事業に係る総事業費からその年度における補助事業に伴う寄附金その他の

収入を控除した額 

 

（交付の申請） 

第５条 規則第４条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１のとお

りとし、市町長は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第１に知事が定め

る書類（以下「添付書類」という。）を添えて、知事が定める日までに知事に提出し

なければならない。 

 

（交付決定の通知） 

第６条 知事は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内

容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第２

による補助金交付決定通知書を市町長に送付するものとする。 

 

（計画変更の承認等） 

第７条 市町は、補助事業の計画を変更する場合（軽微な変更を除く。）には、必

ず事前に県と協議するものとする。事前協議後、市町長は様式第３の補助事業計

画変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。なお、あ

らかじめ承認を得ていない増額変更は認めない。 

 

（状況報告） 

第８条 規則第１０条の規定による事業の実施状況の報告様式は、様式第４のとおり

とし、市町長は別表第３に定める日までに知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定による実績報告書の様式は、様式第５のとおりとし、市

町長は、補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、その日か

ら１月以内または翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第５に関係書

類を添えて知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１０条 知事は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、そ

の報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該市町長に

通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１１条 規則第１５条第１項の規定による補助金等交付請求書の様式は、様式第６



のとおりとし、市町長は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第６による

補助金等交付請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（帳簿の整備等） 

第１２条 市町長は、この補助事業に係る帳簿および証拠書類を、事業完了年度の翌

年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

附 則 

 この要項は、平成２０年５月１２日から適用する。 

 この要項は、平成２３年４月１日から適用する。 

 この要項は、平成２５年４月１日から適用する。 

 この要項は、平成２６年４月１日から適用する。 

 この要項は、平成２８年４月１日から適用する。 

 この要項は、平成２９年４月１日から適用する。 

 この要項は、令和元年５月１日から適用する。 

 



別表第１ 

間接補助事業者等の要件 

１ 対象事業所 

 

「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指

定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設

備及び運営に関する指針」（平成 27年４月 30日老振発第 0430

第１号・老老発第 0430第１号・老推発第 0430第１号。以下「宿

泊サービス指針」という。）の水準を満たしている事業所 

２ 対象事業者 

 

１に定める指定通所介護事業所等を運営する者であって、指

定通所介護事業所等における宿泊サービスを実施するための

区画として指定権者に届け出た区画内において、年間を通して

緊急かつ一時的な宿泊サービスを提供する者 

 

別表第２ 

補助対象経費および補助対象基準額 

１ 補助対象経費 補助事業者が、間接補助事業者が行う宿泊サービス提供時

の費用の割引に伴う間接補助事業者の減収分を補てんするた

めに要した費用 

２ 補助基準額 宿泊費（食費等を除く。）に 10 分の８を乗じて得た額

（１回につき 4,000 円を上限とする。以下「補助基準単

価」という。）に、年間の延べ利用回数を乗じて得た額

（利用者１人当たりの年間延べ利用回数は 12 回を限度

とする。） 

 

別表第３ 

時 期 期 限 

第１四半期（４月～６月）分 当該年度の７月 14日 

第２四半期（７月～９月）分 当該年度の 10月 14日 

第３四半期（10月～12月）分 当該年度の１月 14日 

第４四半期（１月～３月）分 翌年度の４月 10日 

 



（様式第１） 

第     号 

  年  月  日 

 

 福井県知事       殿 

 

 

市（町）長       

 

 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業補助金交付申請書 

 

   年度在宅介護ほっとひといき支援事業について補助金の交付を受けたいの

で、福井県補助金等交付規則第４条の規定により関係書類を添え、下記のとおり申

請します。 

 

記 

 

１ 補助事業等の名称 

    年度在宅介護ほっとひといき支援事業 

 

２ 補助事業の目的および内容 

  在宅介護者の負担軽減のため、通所施設が行う要介護者等の宿泊サービス提供

に係る利用料の一部に対し補助金を交付することにより、在宅介護の支援充実を

図ることを目的とする。 

 

３ 補助事業等の完了の予定期日および実施の計画 

  完了の予定日    年 月  日 

  実 施 計 画  様式第１の３のとおり 

 

４ 交付申請額 

  金             円 

 

５ 添付書類 

 （１）在宅介護ほっとひといき支援事業補助金所要額調書（様式第１の２） 

 （２）在宅介護ほっとひといき支援事業実施計画書（様式第１の３） 

 （３）在宅介護ほっとひといき支援事業委託事業所の概要（様式第１の４） 

 （４）歳入歳出予算（見込）書抄本 



（様式第１の２） 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業 補助金所要額調書 

 

市 町 名 ：         

担当者名 ：         

事業所名 
総事業費 

Ａ 

寄付金その他 

収入額 Ｂ 

差引額 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 

補助対象経費

支出予定額 

Ｄ 

補助基準額 

Ｅ 

県補助基本額

（Ｃ、Ｄ、Ｅを比

較して少ない額） 

Ｆ 

県補助所要額 

（円未満切

捨） 

Ｇ（F×１／２） 

        

        

        

        

        

        

計        

 

備考 １ Ａ欄には、「宿泊費×延べ利用回数」の額を記入すること。 

２ Ｂ欄には、補助事業の実施に伴って生じる収入額（寄附金）の合計額を記入すること。 

３ Ｄ欄には、市町が間接補助事業者に対し実際に支出する予定の額を記載すること。 

４ Ｅ欄には、様式第１の３のＥ欄の額を記入すること。 

５ Ｆ欄には、Ｃ、Ｄ、Ｅを比較して少ない額を記入し、Ｇ欄は円未満の端数を切り捨てること。  



（様式第１の３） 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業 実施計画書 

 

市 町 名 ：       

担当者名 ：       

事業所名 
利用料 

Ａ 

実利用見込者数 

Ｂ 

補助基準額 

補助基準単価 

Ｃ 

延べ利用回数 

Ｄ 

単価×回数 

Ｅ（Ｃ×Ｄ） 

 円 人 円 回 円 

      

      

      

      

      

計      

 

備考１ Ａ欄には、１回当たりの宿泊費を記入すること。 

２ Ｃ欄には、「4,000円」と「Ａ欄の額×0.8」を比較して、少ない額を記入すること。 

３ Ｄ欄の回数は、「Ｂ欄の人数×12回」を上限として記載すること。 

 

  



（様式第１の４）  年在宅介護ほっとひといき支援事業委託事業所の概要 

市町名           ０ 

対象事業所名 （記入例）○○○    

法人名 社会福祉法人 ○○    

施設概要 

構造・階数 鉄筋造 ２階建て   造  階建て 造  階建て 造  階建て 

用途 ６項ロ    

延建築面積 500 ㎡   ㎡   ㎡   ㎡ 

利用定員 ３人   人   人   人 

主たる事業 通所介護、予防通所介護    

事業実施 

体制 

事業開始年月 ２３年４月   年  月   年  月   年  月 

利用頻度（平均） 月６回 月  回 月  回 月  回 

利用者数（平均） ４人   人   人   人 

職員体制 夜勤２人 夜勤  人 夜勤  人 夜勤  人 

宿泊室 

部屋１ １人部屋（個室） 10 ㎡    

部屋２ ２人部屋     36 ㎡    

部屋３     

部屋４     

部屋５     

消防関係 

自動火災報知設備 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

消防機関通報設備 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

スプリンクラー 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

防火管理者の選任 甲種 ・ 乙種 ・ 無 甲種 ・ 乙種 ・ 無 甲種 ・ 乙種 ・ 無 甲種 ・ 乙種 ・ 無 

避難訓練の実施 年２回実施予定 年  回実施予定 年  回実施予定 年  回実施予定 

消防計画等 計画を作成し、周知済    

消防に関する事項についての今

後の見通し 

28 年 6 月までにスプリンクラ

ーの設置を行う。 

   

 

備考 記入欄が不足する場合は、追加すること。



 

（様式第２） 

福井県指令長第    号 

 

市（町）長         

 

 

   年  月  日付けで申請のあった下記補助金の交付については、福井県補助

金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号）第５条の規定により次のとおり交付

することに決定したので、同規則第７条の規定により通知する。 

 

 

   年  月  日 

 

 

福井県知事         

 

記 

 

１ 補助事業等の名称等 

  補助金等の名称     年度在宅介護ほっとひといき支援事業補助金 

  補助金交付対象事業   年  月  日付け  第 号 

            申請書に記載の事業（以下「補助事業」という。）とす

る。 

２ 補助事業に要する経費および補助金の額は、次のとおりとする。 

  補助事業に要する経費            円 

  （内補助対象基本額             円） 

  補助金の額                 円 

３ 補助事業に要する経費の配分は、前記申請書記載のとおりとする。 

４ 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

 （１）補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をするとき。 

 （２）補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をするとき。 

 （３）補助事業を中止し、または廃止するとき。 

５ 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しないときまたは補助事業の遂行が

困難となったときは、すみやかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

６ 補助事業者は、この補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入および支出についての証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から起

算して５か年間整備保存しなければならない。 



 

 

（様式第３） 

第         号 

  年  月  日 

 

 福井県知事        様 

 

 

市（町）長       

 

 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業計画変更承認申請書 

 

 

  年  月  日付け福井県指令長第  号で補助金の交付決定を受けた  

年度在宅介護ほっとひといき支援事業について、事業計画変更の承認を受けたいので、

関係書類を添え下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 変更交付申請額       円 

 

２ 既交付決定額        円 

 

３ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

４ 添付書類（変更部分に下線を付けること） 

（１）在宅介護ほっとひといき支援事業補助金所要額調書（様式第１の２） 

（２）在宅介護ほっとひといき支援事業計画書（様式第１の３） 

（３）在宅介護ほっとひといき支援事業委託事業所の概要（様式第１の４）（補助実

施事業所数の増減があるとき。） 

（４）歳入歳出予算（見込）書抄本 

 

 



 

（様式第４） 

  年  月  日 

 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業 実施状況報告書 

 

市 町 名：  

担当者名：  

連 絡 先：  

 

事業所名： 

提供

月 

実利用者数 延べ利用回数 

支１ 支２ 介１ 介２ 介３ 介４ 介５ 計 支１ 支２ 介１ 介２ 介３ 介４ 介５ 計 

月                 

月                 

月                 

計                 

 

事業所名： 

提供

月 

実利用者数 延べ利用回数 

支１ 支２ 介１ 介２ 介３ 介４ 介５ 計 支１ 支２ 介１ 介２ 介３ 介４ 介５ 計 

月                 

月                 

月                 

計                 

 

備考 記入欄が不足する場合は、追加すること。 

 



 

（様式第５） 

第     号 

  年  月  日 

 

 

福井県知事       様 

 

 

市（町）長       

 

 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業完了実績報告書 

 

   年  月  日付け福井県指令長第  号で補助金の交付決定を受けた  

年度在宅介護ほっとひといき支援事業が完了したので、福井県補助金交付規則

第１２条の規定により、関係書類を添え、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業等の名称 

      年度 在宅介護ほっとひといき支援事業 

 

２ 補助金の交付決定額およびその精算額 

    交付決定額   金         円 

    精 算 額   金         円 

    差引超過額   金         円 

    （精算内訳 様式第５の２のとおり） 

 

３ 補助事業等の実施期間 

      年  月  日から  年  月  日まで 

 

４ 補助事業の成果 

    様式第５の３のとおり 

 

５ 添付書類 

（１）在宅介護ほっとひといき支援事業補助金精算内訳書（様式第５の２） 

（２）在宅介護ほっとひといき支援事業実績報告書（総括表）（様式第５の３） 

（３）在宅介護ほっとひといき支援事業実績報告書（個表）（様式第５の４） 

（４）歳入歳出決算（見込）書抄本 



 

（様式第５の２） 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業 補助金精算内訳書 

 

市 町 名 ：         

担当者名 ：         

事業所名 
総事業費 

Ａ 

寄付金その他 

収入額 Ｂ 

差引額 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 

補助対象経費

支出済額 

Ｄ 

補助基準額 

Ｅ 

県補助基本額

（Ｃ、Ｄ、Ｅを比

較して少ない額） 

Ｆ 

県補助所要額 

（円未満切

捨） 

Ｇ（F×１／２） 

        

        

        

        

        

        

計        

 

備考 １ Ａ欄には、「宿泊費×延べ利用回数」の額を記入すること。 

２ Ｂ欄には、補助事業の実施に伴って生じる収入額（寄附金）の合計額を記入すること。 

３ Ｄ欄には、市町が間接補助事業者に対し実際に支出した額を記載すること。 

４ Ｅ欄には、様式第５の３のＥ欄の額を記入すること。 

５ Ｆ欄には、Ｃ、Ｄ、Ｅを比較して少ない額を記入し、Ｇ欄は円未満の端数を切り捨てること。  



 

（様式第５の３） 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業 実績報告書（総括表） 

 

市 町 名 ：       

担当者名 ：       

事業所名 
利用料 

Ａ 

実利用者数 

Ｂ 

補助基準額 

補助基準単価 

Ｃ 

延べ利用回数 

Ｄ 

単価×回数 

Ｅ（Ｃ×Ｄ） 

 円 人 円 回 円 

      

      

      

      

      

計      

 

備考１ Ａ欄には、１回当たりの宿泊費を記入すること。 

２ Ｃ欄には、「4,000円」と「Ａ欄の額×0.8」を比較して、少ない額を記入すること。 

３ Ｄ欄の回数は、「Ｂ欄の人数×12回」を上限として記載すること。 

 

 

 



 

 

（様式第５の４） 

 年度在宅介護ほっとひといき支援事業実績報告書（個表） 

事業所名            

 
 

利用者名 

 

住所 

 

生年月日 

 

年齢 

 

要介護度 

（※1） 

利用料 

（1 泊当たり

宿泊費用） 

A 

年間延利用回

数（補助対象

外利用含む） 

B 

補助単価 

（A×0.8） 

（上限 4,000

円） 

C 

補助対象 

延利用回数 

（上限 12 回） 

D 

 

総事業費 

（A×D） 

E 

 

寄付金その他 

 

F 

 

差額 

（E-F） 

G 

市町補助 

基準額 

（C×D） 

H 

 

市町補助基本額 

MIN（G,H） 

I 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

※1 年度途中で要介護度に変更があった場合、年度末時点の要介護度を記載すること。ただし、要介護度の変更後、宿泊サービスを利用していない場合は、

変更前の要介護度を記載すること。



 

（様式第６） 

第        号 

  年 月  日 

 

 

福井県知事       様 

 

 

市（町）長        

 

 

  年度在宅介護ほっとひといき支援事業補助金交付請求書 

 

   年  月  日付け福井県指令長第   号で額の確定の通知があ

った  年度在宅介護ほっとひといき支援事業補助金 

       円を福井県補助金等交付規則第１５条の規定により請求し

ます。



 

（参考様式） 

  年  月  日 

   市（町）長     殿 

 

在宅介護ほっとひといき支援事業実施     申請（届出）書 

 

 

添付書類一覧 

1 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表その他夜勤職員の確保体制等が分かる書類  

2 従業員の資格証の写し  

3 事業所の平面図（宿泊室の面積、寝具の設置状況等を含む）  

4 写真（宿泊室、寝具の設置、プライバシーの確保、消防用設備の設置状況等）  

5 
消防用設備等検査済証の写し等消防用設備（自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災

報知設備、スプリンクラー等）の設置が確認できる書類 
 

6 消防計画または消防計画に準じた避難計画  

7 運営規程  

8 指定権者に提出した指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書  

9 その他市町長が必要と認める書類  

 

事業者名 

法人所在地 

法人名 

代表者                  印    

実施事業所名  

事業所所在地 〒 

連絡先、担当者 （    ）  ―       

（開始・変更・辞退）日    年   月   日 

利用者見込み 

○利用定員（同時宿泊上限人数） 〔     名〕 

 

○年間利用見込数 

 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 計 

利用回数      

 

○補助申請額 

１泊あたりの宿泊費 
補助金額（宿泊費×0.8、 

上限 4,000円） 
補助金額×利用回数合計 

円 円 円 
 

登録 

変更 

辞退 



 

備考 １ 新たに事業の実施を希望する場合、本様式および添付書類の提出により、あらかじめ市町に

申請を行ってください。 

 なお、申請先の市町と指定権者が同一の場合、添付書類のうち、指定通所介護事業所等にお

ける宿泊サービスの実施に関する届出書の添付書類として、既に市町に対して提出している書

類については提出の省略が可能です。 

２ 新規に事業を実施した年度以降に引き続き事業を実施する場合、本様式により、あらかじめ

市町に申請を行ってください。 

 この際、事業内容に変更がない場合、添付書類は不要です。 

３ 市町に届け出た事業内容に変更があった場合、本様式により、変更後１０日以内に市町に届

け出てください。この場合、変更内容が分かる書類を添付してください。 

 ただし、補助申請額に変更がある場合は、本様式により、あらかじめ市町に変更の申請を行

ってください。 

 なお、届出先の市町と指定権者が同一の場合、添付書類のうち、既に市町に対して提出して

いる書類については提出の省略が可能です。 

４ 事業を辞退する場合、本様式により、辞退日の１月前までに市町に届け出てください。 

 

 

 


